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は じ め に 

 

地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会は，地方独立行政法人法第２８条の規定に基づき，

地方独立行政法人福岡市立病院機構の第１期中期目標期間（平成２２年度から平成２４年度）における

業務実績の全体について総合的に評価を実施した。 

 

評価に際しては，本評価委員会において，平成２２年１１月１０日に決定した「地方独立行政法人福岡

市立病院機構業務実績評価の方針」及び平成２５年１月３０日に決定した「地方独立行政法人福岡市立

病院機構中期目標期間評価実施要領」に基づき評価を行った。 
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第１項 全体評価 

評価結果及びその判断理由 

〈評価結果〉 

第１期中期目標期間における業務実績に関する大項目評価については，下表及び４ページ以降に

示すように第１から第４までの全ての項目において，評価Ａ（目標どおり達成している）と判断した。 

この大項目評価の結果を踏まえ，第１期中期目標期間の３年間においては，地方独立行政法人のメ

リットである自立性・機動性を最大限に活かし，福岡市の医療施策として求められる高度専門医療・高

度救急医療の提供体制の強化・充実や患者サービスの向上などに積極的に取り組んだことにより，着

実に医療の質や患者サービスの向上が図られるとともに，増収対策や費用削減対策を迅速・的確に実

施したことにより，経営改善についても大きな成果が得られていることなどから，「全体として中期目標

を十分に達成している」と評価する。 

 

〈判断理由〉 

福岡市の医療施策として求められる高度専門医療・高度救急医療を提供するため，こども病院・感

染症センターにおいては，「地域周産期母子医療センター」の認定を受け，地域の医療機関との連携を

図りながらその役割を果たすとともに，ＩＣＵ増設などによる高度かつ難易度の高い手術症例の受入体

制を強化するなど，着実に医療の質の向上を図っている。福岡市民病院においては，がん・脳卒中・急

性心筋梗塞及び糖尿病への対応を中心に，難易度の高い手術に係る施設基準の取得などにより高度

専門医療の充実を図るとともに，救急専門医等の配置や救急科の設置などにより高度救急医療の充

実を図っている。それらに加え，両病院ともに地域医療支援病院として地域の医療機関との連携強化

や患者のニーズを踏まえたサービス向上にも積極的に取り組んでいる。 

また，医療機能の高度化と提供するサービスの向上を図るため，人材確保が困難な中において着実

に医師の確保を進めるとともに，看護師や医療技術職等についても，採算性を確保したうえでの増員を

行って組織の強化・充実を図っている。 

さらに，両病院と本部事務局が一体となった経営体制を構築し，法人全体の経営管理を徹底すると

ともに，病院経営に係る一定の権限及び裁量権を院長に移譲し，院長がリーダーシップを発揮して病

院現場の実態に即した効率的・効果的な運営を行える体制を構築している。 

こうした取組みの結果，診療単価の上昇などによる増収に加え，診療材料等の調達にかかる価格交

渉の徹底などによる費用削減の取組み効果と合わせて収支もさらに向上し，法人全体として３年連続

で前年度を上回る経常黒字を達成するなど，着実に経営改善を図っている。 

 ※ 年度評価結果「Ａ」は「計画どおり進んでいる」。中期目標期間評価結果「Ａ」は「目標どおり達成している」。 

年度評価結果 
項   目 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

第１期中期 
目標期間の
評価結果 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する目標を達成するためと
るべき措置 

Ａ Ａ Ａ Ａ 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を
達成するためにとるべき措置 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するた
めとるべき措置 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成す
るためとるべき措置 

 
Ａ Ａ Ａ Ａ 
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特筆すべき取組み 

１ こども病院・感染症センター 

●医師の増員による診療体制強化（麻酔科医など） 

●看護体制の充実（小児入院医療管理料１） 

●産科の新設（平成２２年８月）及び地域周産期母子医療センターの認定取得（平成２３年４月認定）

●ＩＣＵを２床増床し，高度かつ難易度の高い手術症例の受入体制を強化 

●新病院の建設着工（平成２４年１２月） 

２ 福岡市民病院 

●医師の増員による診療体制強化（腎臓内科医など） 

●看護体制の充実（７対１看護） 

●ＳＣＵ（脳卒中集中治療室）６床，ＣＣＵ（冠動脈疾患集中治療室）４床の設置 

●地域医療支援病院の承認（平成２３年４月福岡県承認） 

●外来・入院部門の再編（臓器別・疾病別のセンター化） 

●救急専門医の配置及び救急科の設置 

●医業収支比率の黒字化達成（平成２３年度及び２４年度） 

３ 両病院共通 

●認定看護師等資格取得支援制度の導入 

●医療費のクレジットカード支払いの導入（平成２４年４月） 

●外部コンサルタントを活用した診療材料等の調達に係る価格交渉の徹底 

●委託業務の見直しによる複数年契約の導入 

４ 法人全体 

●両病院と本部事務局が一体となった経営体制を構築 

●病院経営に係る一定の権限及び裁量権を院長に移譲 

●法人全体として３年連続で前年度を上回る経常黒字を達成 

 

今後改善を期待する取組み 

第１期中期目標期間において目標値を達成できなかった項目については，その原因を分析し，改善

に向け，より一層努力していただきたい。 

福岡市民病院の経営改善については，特に増収の面において大きな成果が得られていることを高く

評価するが，今後は人件費などの費用削減の面において，より一層努力していただきたい。 

建設中の新病院については，市民の期待に沿うことができるよう，一日でも早い開院に向け努力して

いただきたい。 

より多くの市民に信頼される病院になるため，福岡市からの運営費負担金については，より一層の

縮減に向けた努力をお願いするとともに，民間病院では担うことができない役割をしっかりと果たすな

ど，公立病院としてのより明確な存在感を示していただきたい。 

事業の継続性の観点から，長期的な展望に基づいた人材の育成・確保に努めていくべきである。 

 

その他 

地方独立行政法人制度の特長を活かし，理事長を中心に職員が一丸となって経営改善に取り組ん

でおり，その成果及び努力を高く評価する。 

第１期中期目標期間の業務実績については，医療面及び経営面ともに大きな成果が得られており，

地方独立行政法人への移行は成功であったと高く評価でき，全国の地方独立行政法人病院のモデル

ケースとなり得るものと思われる。 
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第２項 大項目評価 

 

別紙 第１期中期目標期間業務実績報告書のとおり 

 

 

 


